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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エンジンと動力計を結合シャフトを介して連結し、この動力計をインバータにて制御する
よう構成したエンジンベンチシステムであって、動力計トルクをランダムに加振したとき
の動力計の速度と、軸トルクを実測して検出保存部に記憶し、記憶データを演算部によっ
て取り出してエンジンベンチシステムのパラメータを推定するものにおいて、
前記演算部にパラメータ同定部を設け、このパラメータ同定部は、前記実測した周波数ω
での周波数応答ＨRを算出する実測ボード線図算出手段と、モデルパラメータの初期値ＰM

Oを設定するモデルパラメータ初期値設定手段と、設定されたモデルパラメータ初期値に
基づいてモデルボード線図データＨMを計算するモデル関数算出手段と、前記求めたＨRと
ＨMとを用いて（ＨR－ＨM）／ＨRの絶対値を対数スケールで予め設定した周波数ω0から
ω1までを積分して評価関数を演算する評価関数算出手段と、算出された評価関数が収束
したか否かを収束判定手段にて判定し、収束してない場合には新たなモデルパラメータを
算出して前記モデル関数算出手段によりＨMを算出するよう構成したことを特徴とするエ
ンジンベンチシステムのパラメータ推定装置。
【請求項２】
前記モデルパラメータ初期値設定手段によるパラメータ変数は、２慣性系の機械パラメー
タ、インバータ特性及び動力計速度、軸トルクの各検出器による検出遅れであることを特
徴とする請求項１記載のエンジンベンチシステムのパラメータを推定装置。
【請求項３】
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前記モデルパラメータ初期値設定手段によるパラメータ変数は、３慣性系の機械パラメー
タ、インバータ特性及び動力計速度、軸トルクの各検出器による検出遅れであることを特
徴とする請求項１記載のエンジンベンチシステムのパラメータを推定装置。
【請求項４】
前記インバータを介して運転される動力計の制御は、トルク電流制御であることを特徴と
する請求項１乃至３記載の何れかであることを特徴としたエンジンベンチシステムのパラ
メータを推定装置。
【請求項５】
前記インバータを介して運転される動力計の制御は、一定の速度指令が与えられる速度制
御であることを特徴とした請求項１乃至３記載の何れかであるエンジンベンチシステムの
パラメータを推定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンベンチシステムにおけるパラメータ推定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エンジンベンチシステムによって、ダイナモメータのトルク制御・速度制御を実施しな
がらエンジンの耐久性や燃費、排ガス計測等の性能試験ECU(Electronic Control unit)適
合試験が行われる。その際、予めエンジンの慣性モーメントを測定し、その測定値をパラ
メータとして使用することが行われるが、エンジンの慣性モーメントの推定方法としては
、特許文献１や特許文献２のようなものが公知となっている。
【０００３】
　特許文献１では、試供体であるエンジンの慣性モーメントを推定するために、エンジン
が一般には回転数に略比例した損失を持つという特性を利用して、回転数に依存した損失
を予め測定し、その後、エンジンをある回転数からある回転数まで変化させ、その時に要
した加速トルクとエンジンの運動方程式(J(dw／dt)＋c．w=T、ただしJ=慣性モーメント、
w=回転数、c=損失、T=加速トルク)からエンジンの慣性モーメントを推定している。
【０００４】
　特許文献２では、エンジンベンチシステムのエンジンとダイナモメータを結合するシャ
フトの捩れ剛性を推定するために、シャフトを介してダイナモメータと固定装置を固定し
、ダイナモメータから加振することにより測定された共振周波数とダイナモメータの慣性
モーメント設計値からシャフトの捩れ剛性を算出している。
【特許文献１】特開２００３－１２１３０７号公報
【特許文献２】特開２００３－２０７４２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１におけるエンジン慣性モーメントの推定方法は、エンジンの損失を予め測定
し、測定された損失トルクを考慮してエンジン慣性モーメントを推定するものであるが、
エンジンベンチシステムの機械系によっては、エンジンを含めた機械系の損失が、回転数
の定常値のみに依存するだけでなく、回転数の変化の履歴にも依存する場合がある。その
ような場合、回転数の定常値に依存した損失トルクのみの補正にとどまっているため、精
確なエンジン慣性モーメントを推定することが困難となる。
【０００６】
　また、エンジンの慣性モーメントを推定するためには、エンジンをある回転数からある
回転数まで変化させる必要がある。このとき、機械系の共振破壊を防ぐために、当該機械
系の危険速度、例えば、エンジン脈動トルク周波数が機械系共振周波数と一致するような
回転数がエンジン慣性モーメント測定時の速度に入らないようにする必要がある。その場
合、エンジン脈動トルクの周波数分布と機械系共振周波数の組み合わせによっては、エン
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ジン速度変化幅を十分にとることができず、エンジンの慣性モーメント測定が精確に実施
できないことも考えられる。
【０００７】
　特許文献２におけるシャフトの捩れ剛性推定方法では、固定装置を必要とするため捩れ
剛性を推定するのに手間がかかる。また、捩れ剛性推定の元になるパラメータとしてのダ
イナモメータ慣性モーメントの設計値を使用しているが、さまざまなカップリング装置の
慣性モーメントなどの影響により、実際の加振装置（ダイナモメータ）の慣性モーメント
が必ずしも設計値どおりにはならず、そのため、推定される捩れ剛性にも誤差が発生する
ことになる。
【０００８】
　そこで、パラメータ推定方法として、エンジンベンチシステムの実測されたボード線図
から、そのエンジンベンチシステムを２慣性機械系とみなした場合の慣性モーメント、ば
ね剛性、インバータ直流ゲインの各物理パラメータの推定方法が考えられている。この方
法は複数のパラメータを１回の測定試験でパラメータの推定が可能となる優れた特徴を有
している。
【０００９】
　しかし、この方法の場合、図１０で○を付したア、イ、ウの部位のように実測されたボ
ード線図でのゲイン特性などの特徴点のみに着目して物理パラメータの推定を行っている
ため、各種の遅れ要素の推定が不可能となっている。各種の遅れ要素とは、例えば、イン
バータのトルク指令の伝達遅れや、トルクおよび速度の検出無駄時間などである。
【００１０】
　また、この方法は、ボード線図の全体的な形状に合わせるようなパラメータの推定では
なく、例えば、共振周波数や直流ゲインといったある特徴点のみに着目した推定となって
いるため、場合によっては推定パラメータに基づくボード線図と実測されたボード線図に
ずれが発生する。図１１、図１２はその状態を示したもので、図１１による太線は、実測
した動力計トルク電流指令→軸トルク検出のボード線図、細線が推定したモデルパラメー
タから計算したモデルボード線図である。また、図１２は動力計トルク電流指令→動力計
速度検出の特性で、太線が実測であり細線がモデル計算値である。両図とも太線と細線と
の間にずれが生じている。
【００１１】
　そこで、本発明が目的とするところは、必要とされる制御性能を出すために各種検出遅
れや機械系の３慣性系以上の特性をも推定可能としたエンジンベンチシステムのパラメー
タ推定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の請求項１は、エンジンと動力計を結合シャフトを介して連結し、この動力計を
インバータにて制御するよう構成したエンジンベンチシステムであって、動力計トルクを
ランダムに加振したときの動力計の速度と、軸トルクを実測して検出保存部に記憶し、記
憶データを演算部によって取り出してエンジンベンチシステムのパラメータを推定するも
のにおいて、
前記演算部にパラメータ同定部を設け、このパラメータ同定部は、前記実測した周波数ω
での周波数応答ＨRを算出する実測ボード線図算出手段と、モデルパラメータの初期値ＰM

Oを設定するモデルパラメータ初期値設定手段と、設定されたモデルパラメータ初期値に
基づいてモデルボード線図データＨMを計算するモデル関数算出手段と、前記求めたＨRと
ＨMとを用いて（ＨR－ＨM）／ＨRの絶対値を対数スケールで予め設定した周波数ω0から
ω1までを積分して評価関数を演算する評価関数算出手段と、算出された評価関数が収束
したか否かを収束判定手段にて判定し、収束してない場合には新たなモデルパラメータを
算出して前記モデル関数算出手段によりＨMを算出するよう構成したことを特徴としたも
のである。
【００１３】
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　本発明の請求項２は、前記モデルパラメータ初期値設定手段によるパラメータ変数は、
２慣性系の機械パラメータ、インバータ特性及び動力計速度、軸トルクの各検出器による
検出遅れであることを特徴としたものである。
【００１４】
　本発明の請求項３は、前記モデルパラメータ初期値設定手段によるパラメータ変数は、
３慣性系の機械パラメータ、インバータ特性及び動力計速度、軸トルクの各検出器による
検出遅れであることを特徴としたものである。
【００１５】
　本発明の請求項４は、前記インバータを介して運転される動力計の制御は、トルク電流
制御であることを特徴としたものである。
【００１６】
　本発明の請求項５は、前記インバータを介して運転される動力計の制御は、一定の速度
指令が与えられる速度制御であることを特徴としたものである。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のとおり、本発明によれば、２慣性系と３慣性系の機械系パラメータ及びインバー
タ特性、各種検出遅れ特性を精度よく推定可能となるものである。また、動力計を速度制
御することにより、測定中にエンジン回転数が変化しても速度を一定に保ちながら安定し
た測定が可能となるものである。更に、３慣性系のパラメータ推定が可能となったことに
より、クラッチなどのばね要素が存在しても精度よく推定可能となるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、本発明の第１実施例を示す構成図で、エンジンベンチシステムにおける機械系
パラメータの推定装置を示したものである。同図において、１は被試験体であるエンジン
、２はダイナモメータ(動力計)で、結合シャフト３を介してエンジン１と連結されている
。４は開度制御部で、開度指令部１３からの指令に基づいて開度信号を演算する。５はス
ロットルアクチュエータで、このスロットルアクチュエータにより開度信号に基づきスロ
ットル開度が制御される。
【００１９】
　６はトルクメータ、７は速度計で、これら各計測器によって検出されたトルク及び速度
信号は検出保存部８によって所定の処理が実行され、その値が保存される。９はパーソナ
ルコンピュータなどよりなる演算部で、エンジンベンチシステムの各種信号の入力・記録
やシステムに対する各種パラメータのダウンロード、及び各種指令値の設定を行うと共に
、モデルを構築してそのパラメータ同定を実行するパラメータ同定部を備えている。１０
はインバータで、トルク電流制御部１１からの出力信号に基づいて動力計２に対するトル
ク・速度制御を実行する。１２はトルク電流指令部で、直流値とランダム値を含む電流指
令値を発生し、トルク電流制御部１１と検出保存部８に出力される。
【００２０】
　この機械系パラメータの推定装置において、エンジン１は開度制御部４の出力によりあ
る一定の開度状態で制御され、また、動力計２は直流値とランダム値を含む電流指令値に
応じてトルク電流制御部１１を介して制御される。
ここで、ランダム値とは、予め指定した標準偏差になるようなガウス分布の乱数信号であ
る。トルクメータ６により検出された軸トルク検出値と、速度計７により検出された動力
計の速度検出値、及びトルク電流指令部１２からのトルク電流指令は検出保存部８におい
て、ある時間長保存される。
【００２１】
　図２は、２慣性系の機械パラメータ及び、インバータ特性、各種検出遅れ特性を推定す
るためのモデルで、インバータの一次遅れ要素２１にはトルク電流指令部１２から出力さ
れたトルク設定Ｔ2refが入力され、減算部２７においてばね要素２３によって生成された
ばねトルクと減算される。その偏差値は２慣性系における第２の慣性モーメント要素２２
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に出力され、所定の遅れを持って動力計速度の検出無駄時間要素２５を経て出力ω2detと
なる。
【００２２】
　第２の慣性モーメント要素２２の出力は減算部２８にも出力され、この減算部２８にお
いて第１の慣性モーメント要素２４の出力との差演算が実行され、その差信号はばね要素
２３に出力される。ばね要素２３では、差信号に基づくＰＩ演算を実行してばねトルクを
生成し、その値を軸トルクの検出無駄時間要素２６を経てＴ12detとして出力すると共に
、減算部２７と第１の慣性モーメント要素２４に出力する。
【００２３】
　図３は、図１で示した推定装置の各種測定データを用いて２慣性系の機械パラメータ及
び、インバータ特性、各種検出遅れ特性を推定するフローチャートを示したものである。
【００２４】
　先ず、ステップＳ１ではボード線図データ算出手段において実測されたボード線図デー
タを算出する。そのために演算部９では、測定終了後に検出保存部８に保存された実測値
によるトルク電流指令と軸トルク検出値を用いてボード線図Ａ（トルク電流指令→軸トル
ク検出）と、トルク電流指令と動力計の速度検出値を用いてのボード線図Ｂ（トルク電流
指令→動力計の速度検出）が演算され、これがステップＳ１の実測されたボード線図デー
タの実測ボード線図データ（ω、ＨR）である。ここで、ωは周波数の実測値、ＨRはωで
の周波数応答を表す複素数である。
【００２５】
　ステップＳ２では、モデルパラメータ初期値設定手段により図２で示すようなモデルに
適切なパラメータ初期値ＰMOを設定する。初期値ＰMO設定のためのパラメータ変数として
は、インバータ直流ゲインＫI、インバータ応答周波数ωI、機械系慣性モーメントＪ1，
Ｊ2、機械系回転損失Ｃ1，Ｃ2、機械系ばね定数Ｋ12、機械系ばね損失Ｃ12、及び軸トル
ク検出無駄時間ＴT、動力計速度検出無駄時間ＴEである。ステップＳ３では、モデル関数
算出手段によりモデルボード線図の周波数ω（実測値と同じ周波数）と周波数応答ＨMを
計算する。
【００２６】
　すうータ）、図３ステップＳ４では、評価関数算出手段により実測されたωとＨR及び
モデルのＨMとを用いて（１）式の演算を実行して評価関数Ｆ（ＨR、ＨM）を求める。
【００２７】
【数１】

【００２８】
ここで、関数Ｆの意味は、（ＨR－ＨM）／ＨRの絶対値をｌｏｇスケールで予め設定した
周波数ω0からω1まで積分することである。ステップＳ５では、非線形計画法に基づく収
束判定を実行し、収束してなかった場合には、ステップＳ６でモデルパラメータ算出手段
により非線形計画法によって新たなモデルパラメータＰMを算出し、算出値ＰMをモデル関
数算出手段に送出して新たなＨMを算出する。
【００２９】
　図２で示すモデルでは、Ｔ2ref→Ｔ12det、すなわち、Ｔ2ref→２７→２２→２８→２
３→２６→Ｔ12detのルートによるボード線図ＡＭと、Ｔ2ref→ω2det、すなわち、Ｔ2re

f→２７→２２→ω2detのルートによるボード線図ＢＭを計算し、図３で示したフローチ
ャートに基づいてモデルパラメータ推定が実行される。
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【００３０】
　図４及び図５は本発明により推定したモデルパラメータから計算したモデルボード線図
を示したものである。図４による太線は、実測した動力計トルク電流指令→軸トルク検出
のボード線図、細線が推定したモデルパラメータから計算したモデルボード線図である。
また、図５は動力計トルク電流指令→動力計速度検出の特性で、太線が実測であり細線が
モデル計算値である。両図とも殆ど実測値と一致しており、第１の実施例によれば精度よ
くパラメータ推定がなされていることが分かる。
【００３１】
　図６は第２の実施例を示した構成図である。図１で示す第１の実施例との相違は、動力
計２が速度制御されている点で他は図１と同様である。すなわち、速度指令部１４により
設定された一定の速度指令は低応答の速度制御部１５に出力される。速度制御部１５では
、速度計７によって検出された動力計２の速度信号が入力されており、両者の差信号が０
となる方向の速度制御信号が演算される。この速度制御信号は、トルク電流指令部１２か
ら出力されたランダム値からなるトルク電流指令と加算されてインバータ１０に出力され
、このインバータ１０を介して動力計２を速度制御する。
【００３２】
　したがって、この実施例で使用するモデルには、図７で示すように実機に適用されてい
る速度制御ブロックが含まれる。実測するボード線図は、Ｔ2ref→Ｔ12det（ボード線図
ＡＭ）、及びＴ2ref→ω2det（ボード線図ＢＭ）を計算し、
図３で示すフローチャートによりモデルパラメータ推定が実行される。
【００３３】
　この実施例においても図４及び図５で示すような高精度のパラメータ推定が可能となる
と共に、次のような効果が生じる。
エンジンベンチシステムにおいて、エンジンが開度制御であるのに対して、動力計もトル
ク電流指令であり、システムとして速度を制御している装置がないと測定中にエンジン回
転数が変化したとき、場合によってはエンストなどの異常現象が発生することがある。第
２の実施例では、速度制御部１５によって動力計を速度制御していることにより、速度を
一定に保つことが可能となって安定な測定が可能となる。
【００３４】
　図８は第３の実施例を示すモデルで、図１で示す機械系パラメータの推定装置に適用し
た場合で、図２及び図７との相違点は機械系に第３の慣性モーメントＪ3と機械系回転損
失Ｃ3機械系ばね定数Ｋ23及びばね損失Ｃ23を有す場合を示したものである。これは、機
械系構成にクラッチ＋変速機が入っている場合を意図したものである。すなわち、３１が
第３の慣性モーメント要素で、この要素３１には、減算部２９によって算出されたインバ
ータの一次遅れ要素２１の出力と、ばね要素３２によって算出された第２のばねトルクと
の偏差信号を入力して第３の慣性モーメントの速度を演算し、その出力は動力計速度の検
出無駄時間要素２５’を経て出力ω3detとなる。
【００３５】
　第３の慣性モーメント要素３１の出力は減算部３０にも印加されて第２の慣性モーメン
ト要素２２の出力との差演算が実行され、その差信号は第２のばね要素３２に出力される
。ばね要素３２では、差信号に基づくＰＩ演算を実行して第２のばねトルクを生成し、そ
の値を軸トルクの検出無駄時間要素２６’を経てＴ23detとして出力すると共に、減算部
２７と２９に出力する。第２の慣性モーメント要素２２は減算部２７によって算出された
第２のばねトルクと第１のばねトルクとの差信号を導入し、この差信号に対応した遅れ信
号を減算部２８と３０に出力する。以下は図２及び図７と同様である。
【００３６】
　この第３の実施例によれば、クラッチなどの結合シャフト以外のばね要素がある機械シ
ステムに対しても、第１の実施例と同様の精度を有するパラメータ推定が可能となる。
【００３７】
　図９は図６で示す機械系パラメータの推定装置に適用した場合の第４の実施例を示すモ
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デルである。図９において、図８との相違点は実機に適用されている速度制御ブロックが
含まれることで、他は図８と同様である。
この第４の実施例によれば、第３の実施例による効果に、更に安定な速度制御を行ってい
る状態での測定が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明によるエンジンベチシステムのパラメータ推定装置の構成図。
【図２】本発明による２慣性モデル図。
【図３】本発明によるパラメータ推定のフローチャート。
【図４】パラメータ推定（動力計トルク電流指令→軸トルク検出）によるボード線図。
【図５】パラメータ推定（動力計トルク電流指令→動力計速度検出）によるボード線図。
【図６】本発明によるエンジンベチシステムのパラメータ推定装置の構成図。
【図７】本発明による他の２慣性モデル図。
【図８】本発明による３慣性モデル図。
【図９】本発明による他の３慣性モデル図。
【図１０】従来の説明のためのボード線図。
【図１１】従来のパラメータ推定（動力計トルク電流指令→軸トルク検出）によるボード
線図。
【図１２】従来のパラメータ推定（動力計トルク電流指令→動力計速度検出）によるボー
ド線図。
【符号の説明】
【００３９】
　１…　エンジン
　２…　動力計
　３…　結合シャフト
　４…　エンジン開度制御部
　５…　スロットルアクチュエータ
　６…　トルクメータ
　７…　速度計
　８…　検出・保存部
　９…　演算部
　１０…　インバータ
　１１…　トルク電流制御部
　１２…　トルク電流指令部
　１５…速度制御部
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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